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1 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科博士前期課程（人間社会学専攻人間科学
分野）
2 「自立」は多様な意味を持つ言葉であるため、その意味を特定のものに定義づけることが
できない場合に「自立」とカギ括弧を付けて表記する。

「自立」概念の歴史的変遷と現代的意義の検討

はじめに

　今日の社会において「自立」概念はありふれた言葉となっている 2。「自立」

という言葉を聞いたことがない、あるいは使用したことがない、という人はい

ないのではないだろうか。今や「自立」は人々の生活に根ざしたものとなって

いる。

　近年では、特に若者についての「自立」研究が注目を集めている。「自立　

若者」をタイトルに含む CiNii 掲載の研究論文は、2004 年までは存在していな

い。しかし、2005 年になると突如として現れ、2005 − 2011 年では 31 件、2012

− 2018 年では 34 件と増加している。2005 年を境に若者の「自立」に関心が高

まった理由としては、内閣府（2005）から出された「若者の包括的な自立支援

方策に関する検討会中間取りまとめ」の存在が考えられる。ここでは、「フリー 

ターや無業の若者、引きこもりと呼ばれる若者の増加」が課題として述べられ

ており、就労をしていない若者を自立していない者と見なし、自立支援の必要

性を説いている。この文脈での自立とは、経済的自立と社会的自立を指してい

る。

　「自立」概念は多様な意味を持っており、文脈によってその意味を変化させ

るという特徴がある。そのため、2005 年に内閣府が課題として述べたものが

経済的自立および社会的自立であっても、それらが 2005 年以降の日本社会で

語られている「自立」の全てであるとは言えない。では、現代社会で語られて
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いる「自立」とは何か。本論では、現代において語られている「自立」概念を

考察し、今後の「自立」研究上の問いを提出することを目的とする。

　現代における「自立」概念を考察するにあたり、第 1 章では、社会福祉学、

教育学、社会学、心理学の 4つの学問領域の「自立」概念を横断的に整理する。

第 2章では「自立」概念の出現まで遡り、その多義性の歴史をたどる。そして、

第 3 章では、「自立」の学問的・歴史的意味を踏まえて現代社会で語られてい

る「自立」概念について考察する。

第 1章　学問領域ごとにみた現代の「自立」概念

　「自立」は多側面からなる概念であることが、既に心理学領域を中心とした

研究で実証されている（大石・松永 2008:462）。「自立」には様々な意味が存在

し、用いられる文脈によってその意味が変化するという特徴がある。また、社

会福祉学領域に関する論文において、廣野は「自立」という言葉が「経済的な

自立」、「身辺的な自立」、「自己決定による自立」という順に時代の流れの中で

変容していったと捉えている（2009:428）。これらの諸概念は先行のものが後

のものに取って代わられるのではなく、積層的であると述べられている。この

ように「自立」の多義性やその特徴についての言及は様々な個別領域の研究の

中でなされている3。そのため、本章では、社会福祉学、教育学、社会学、心

理学、という「自立」に関わる 4領域を見わたし、各分野における「自立」概

念について横断的に検証する。

自己決定による自立

身辺的な自立

経済的な自立

図 1-1　「自立」概念の積層性4

　　　　　　　　　　　 　　　　　　※廣野（2009）を参考に筆者作成

3 その他、高坂・戸田（2006）、上田（2010）、愼（2008）などが挙げられる。
4 廣野の「自立」概念の積層性を筆者は図のように上に層が成されていくと解釈し、本論で
は積層性を図 1−1 のイメージとして捉える。
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1-1　社会福祉学領域における「自立」の意味

　社会福祉学領域では、クライエントの到達目標として「自立」が掲げられる

ことが多い。しかし、牧園によると、同領域においても分野によってその意味

は異なる。例えば、障がい者福祉分野では自己決定の自立、生活保護分野にお

いては経済的自立に重きが置かれている（2009:228 − 238）。では、社会福祉学

領域としての「自立」はどのように捉えられているのだろうか。

　『福祉社会辞典』5において、立岩は「職業自立」、「経済的自立」、「身辺自立」、

「ADL の自立」、「自己決定としての自立」を「自立」の意味としてあげている

（1995:520 − 521）。のちに立岩は、この 5つの自立を 3つに分類している（1999）。

　1 つ目は「職業的自立」と「経済的自立」であり、「安定した職業に就くこ 

と、経済的に他人に依存せずに暮らすこと」（立岩 1999）という意味を持つ。

この意味での自立は公的扶助や福祉サービスの目標にされているという。経済

的自立では、自ら働き金銭を得て経済的に他者に頼らず生活を行うということ

が重要視されており、資本主義社会における「自立」の特徴とも捉えられるだ

ろう。

　2 つ目である「身辺自立」、「ADL の自立」は、リハビリテーションで目指

されるものだという。また、「これは職業自立の前提ともされるのだが、同時 

に、経済的自立は不可能だが日常生活動作において自立できる範囲があるとさ

れる時もあり、この場合にはしばしば、この日常生活動作における自立が経済

的自立の不可能を代補する価値とされることになる」（立岩 1999）とも述べて

いる。この意味での自立は、身体障がいなどを理由に経済活動に参加できない

人に対してより有用となる。

　3 つ目の「自己決定としての自立」は、「介助など種々の手助けが必要であ

ればそれを利用しながら、自らの人生や生活のあり方を自らの責任において決

定し、自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きること」（立岩 1999）と

説明している。自己決定としての自立は、経済的自立も身辺自立も困難だとさ

れる障がいがあっても自立できるとして、自立生活運動を通して主張されてき

た。

5 社会福祉学領域における「自立」概念は、太田（2005）、牧園（2009）、新藤（2009）など
『福祉社会辞典』を用いている研究が多く、本論でも『福祉社会辞典』を参照する。
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　立岩が分類する 3つの自立には、積層性が見出せる。経済的自立が困難な場

合に身辺自立が「自立」の意味として獲得され、さらに身辺自立が困難な場合

に自己決定の自立が「自立」の意味として獲得されている。つまり、意味の層

の最上部にある「自立」の達成が困難な人がいる場合に、その人に適した「自

立」の意味が新たな層として形成されている。社会福祉学領域では「自立」を

求める人々の要求を反映した形で「自立」の意味が増えてきたのかもしれない。

いわば、立岩の「自立」概念は、ニーズ論的積層性6があると言えるだろう。

1-2　教育学領域における「自立」の意味

　次に、教育学における「自立」について捉えていく。折出は『現代教育学事典』

において、「自立」を「さまざまな人との人格的な関係を媒介にして、ほかに

従属しない自分の生き方を形成すること。ひとりだち」（1988:443）と定義づ

けている。そして、「自立」には「身辺自立」、「社会的自立（人間関係的自 

立）」、「精神的自立」、「経済的自立（就労自立）」の 4 つの側面があるという。

これらの自立の意味は、社会福祉学領域と重なるものもあるが、その意味は少

し異なっている。

　身辺自立は、ここでは「日常生活の基本的習慣の確立」と同義として語られ

ている。乳児期に親などからの保護を受け、身の回りの全てのことしてもらっ

ていた状態から、幼児期になり少しずつ自分でできる範囲を広げていくという

過程の自立を指している。社会的自立では、児童期における教師や友人などと

の人格的関係を通しての自己確立が課題とされており、人間関係の中での達成

を目指す。そして、思春期・青年期になると、様々な葛藤が生じる中で精神的

自立に立ち向かうとされている。この葛藤の克服を通して「主体的に生きるた

めの自分なりの基本的枠組み（価値や規範など）」（1988:443）を獲得すると折

出はいう。この意味での自立は経済的自立によって達成されるものではなく、

生涯の課題だと考えられている。

　教育学における自立観は人間の発達の時期に即して捉えることができ、発達

段階に合わせてその意味が積み重なるという特徴がある。その意味で、ここで

の「自立」概念には発達論的積層性があると捉えることができるだろう。ま 

6 ここでのニーズは、当事者が自覚しているニーズを指す。
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た、生涯の課題としての自立が存在しているため、教育学における自立には終

着点がない。生涯を終えるまで人々は自立に向かい続けなければならず、自立

には継続性があると言える。

　折出は子ども・青年が自立する際の、教育の援助の必要性についても論じて

いる。「子ども・青年は、生活者であるがゆえにそれぞれの自立要求を持って

いる」ため、「人間として生きることに根ざした自立（人間的自立）をかれら

とともに探求していくことが、教育の基本的な課題」（折出 1988:443）とする。

さらに、①親や教師の援助、②自立を可能にするような友情と連帯の関係の構

築、③自立を目標にした個人の発達段階や要求に適した援助、が重要だという。

自立とは周囲の援助を受けながら目指すものであり、子ども・青年はある種の

依存をしながらサポートを受け自立に向かうのだろう。

1-3　社会学領域における「自立」の意味

　社会学における「自立」は、工藤が『現代社会学事典』において「他に従属

せず独り立ちすること、あるいは自力で何かを遂行すること」（2012:683）と

定義している。さらに、「自立」とは「意思決定における自己決定権と自己管

理遂行能力に裏打ちされた概念で、身体・心理・社会・経済の 4次元でこれを

とらえることが可能である」（同上）と解説する。工藤はこれら相互依存的関

係にある 4つの次元を「道具的自立」とし、これを達成すべき目的として捉え

た「自立」を「目的的自立」、達成された状態を「人格的自立」とする。

　そして、これらの背景にあるのが「依存 dependence」あるいは「相互依存

interdependence」だという。ここでは、依存と「自立」はあくまで対立概念で

はなく、依存は「自立」のために必要な要素だと考えられている。工藤は、他

者や制度に依存しない状態という自助的自立に対し批判的考察をしている。自

助的自立は、ライフコースにおいて達成されることは稀であり、どのような人

も他者や制度に依存して生活を営まざるを得ず、「『依存』は人の本来的な姿」 

（工藤 2012:683）だという。そのため、他者や制度への依存状態も、自己選択

や自己決定の権利が可能な限り確保されていれば、自立と捉えるべきだと述べ

ている。人が生きていく上で依存は必要不可欠な状態であるからこそ、依存し

ない状態を自立とするのではなく、依存している状態も含めて自立であると捉

えている。それ故に、「人格的自立」は自助的・依存的どちらでも実現可能で
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あるとし、さらには、「1980 年代以降の新自由主義体制下にある社会では、と

りわけ、相互依存性を考慮した『自立』概念の検討が必要」（同上）だという。

依存は「人格的自立」にとって必要な要素であるにも関わらず、新自由主義社

会は自己責任や自助努力などを強く求めており、依存的自立という特徴が軽視

されている、と考えられる。

　工藤の「自立」概念では、「自立」を構成する要素としての依存が語られており、

「自立」の依存性が重要視されていると捉えられる。

1-4　心理学領域における「自立」の意味

　最後に、心理学領域における「自立」を確認する。『発達心理学辞典』7にお

いて柏木は、「自立」を「他者から身体的・心理的に独立した状態」（1995:359）

と説明する。

　未熟な存在として誕生した乳幼児は、「誕生後の長期にわたる発達過程を経

て、自立的な“一人前”になってゆく」（柏木 1995:359）と述べており、自立

した状態になる過程は人間の発達が踏まえられている。また、未熟であるが

故にその成長過程において援助を施す他者の存在は必要となるだろう。柏木

は、「今日では自立と依存は対立的なものとは考えられていない」（同上）と断

言しており、ここでの自立も依存とは対立概念ではない。この依存と自立の関

係については、依存という否定的な言葉に代わり愛着という言葉が用いられる

ようになってきているという（同上）。この愛着とは、J. Bowlby によって提唱

された愛着理論に登場する概念の一つであり、人が生まれてから数ヶ月の頃よ

り特定の人物との間に結び始める情緒的な絆のことをいう（1976 黒田訳 :215

− 216）。愛着とは、人のその後の人生における人間関係の基盤となるものであ 

り、この土台があってこそ、他者との適切な関係性を築くことが可能となる。

つまり、愛着＝依存は「自立」の基礎である、と言えるだろう。また、柏木は

「自立は従来考えられていたように、成人になることで完了するものではなく、

（中略）生涯にわたり、様々な形の自立が求められる」（1995:359）と述べてお

り、自立には終わりがないことを示している。人は発達し続けるからこそ、そ

7 『心理学事典』、『現代心理学［理論］事典』、『社会心理学小辞典〔増補版〕』、『心理臨床大 
事典』、『ラルース臨床心理学事典』といった心理学領域の事典には、「自立」の項目の掲載
が無かったため、ここでは『発達心理学辞典』を参照する。
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の時々に適した自立が求められるのだろう。

　柏木の自立概念は、教育学領域と同じく発達段階に即して捉えることができ

るため発達論的積層性があると捉えられる。また、自立は生涯において完了す

ることのない課題であるため継続性がある、とも言える。さらに、自立の基礎

として依存が捉えられており、自立の依存性についても考慮されている。

1-5　4 領域の「自立」の関係性

　4 つの学問領域における「自立」概念を見わたしてみると、大きく分けて 3

つの特徴で捉えることができる。

　まず、廣野が述べる「積層性」という特徴が見られたが、層の形成のされ方

は領域によって異なっている。社会福祉学領域は、廣野が述べる意味と同様に

自立が捉えられており、経済的自立・身辺自立・自己決定としての自立が挙げ

られている。これらの自立は人々のニーズに合わせて意味が積み上げられてお

り、「ニーズ論的積層性」があると言える。教育学領域と心理学領域において

は、「自立」概念は発達段階に即して捉えられている。自立の意味は個人の発

達のプロセスにおいて積層的に積み上がっており、「発達論的積層性」がある。

積層の理由は領域によって異なっているが、これらは共通して、「自立」の意

味が置き換わるのではなく、積層的に増えていることが分かる。

　次に、「自立」と依存の関係に特徴があると言える。「自立」概念における依

存の捉え方は、4 領域全てに共通している。社会学領域と心理学領域では、依

存は人間にとって必然の状態であるとし、自立のための基盤を担っているとさ

れている。また、教育学領域では、保護者や教師が自立を援助する必要性を述

べており、教育に依存しながら自立を目指すという側面がある。社会福祉学領

域においては、他者に頼りながらでも身辺自立や自己決定の自立の達成は可能

であるとされており、依存している状態であっても自立は可能となる。つま 

り、4 領域を学問横断的に捉えると、「自立」と依存は二項対立の概念ではな 

く、人々の中に「自立」状態と依存状態が共に存在しているということが分か 

る。

　最後に、「自立」は生涯にわたって続き終着点がないという特徴も見られた。

教育学領域や心理学領域では発達に即して「自立」を捉えているため、ある種

の「自立」を達成しても次の段階の「自立」を目指さなければならなくなる。
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そのため、生涯にわたって継続的に「自立」と向き合い続けなければならな 

い。

　本章では、4 領域における「自立」概念を学問横断的に整理したことで、そ

れぞれの領域に関連する積層性、依存性、継続性、という 3つの特徴を確認す

ることができた。次章ではこれらの特徴のうち積層性に着目し、どのようにし

て「自立」はその意味を積み上げ獲得してきたのか、「自立」の出現から歴史

的変遷を追う。

第 2章　日本における「自立」概念の始まりと変遷

　本章では「自立」の積層性に着目し、どのようにして「自立」概念がその多

様な意味を獲得していったのかを歴史的に確認する。現段階では、「自立」概

念がいつから日本に存在したのかは確定できていない。国会図書館に所蔵され

ている文献の中で「自立」が用いられた最古の文献は、明治時代に出版された

吉川庄一郎（1901）『東京苦学案内自立自治』とされている（上田 2010:108）。

しかし、同書は諸学校の入学試験及び手続きについて記したものであるため、

「自立」とは何かについて論じている箇所は存在しない、と上田は述べている 

（同上）。では、明治以前の社会において「自立」は存在していなかったのだろ

うか。第 1節では明治期以前の日本社会の特徴を踏まえて考察し、第 2節以降

では明治期以後の社会における「自立」概念を確認する。

2-1　近代以前における「自立」概念

　明治期以前の「自立」を捉えるため、まず当時の日本社会の特徴から考察す

る。明治期以前の日本社会は封建制度をとっており、強固な身分制度が存在し

た。武士の子どもは生涯武士として生き、農民の子どもは生涯農民として生き

なければならず、「家」に価値が置かれていたため、家業に励むことが良いと

されていた。そして、子どもは「家」の存続・繁栄のための重要な労働力で

あった（山中 2001:131）。前近代社会において、子どもが家業の担い手として

労働することは、「一人の人間として社会的に自立した生活を営む事を可能に

するために、欠かすことの出来ない実践であることの認識が共有されていた」 
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（2001:132）と山中は述べる。家業に従事することが子どもにとっての「自立」

のプロセスとなっていた。家業に子どもを参加させることは、「一人前」の人

間の形成を意図する教育意識に裏打ちされているとも言われており、「一人前」

であることが、「自立」であったと考えられる。

　また、大原幽学が子供仕込心得の掟で「男十五歳・女十三歳迄には、何事に

付ても、一人前にならなくては、生涯の恥なれば、能く心懸けさす可し」（千

葉県教育会編 1943:235）と述べたように、「一人前」は子育てにおける目標で 

あったのかもしれない。

　前近代社会では、子どもたちは産まれた「家」の生業に従事することで「一

人前」な存在へと成長していった。一方で、大人たちは、子どもたちを「一人 

前」にすべく家業を通して教育を行っていた。「自立」という言葉は存在して

いないが、類似する概念として「一人前」という言葉が使われていたことが分

かる。この「一人前」が具体的にどのような状態を指していたのかというと、

芸者文化の「一本立ち」があげられる。芸者の仕事時間は線香の燃える本数

で管理されており、線香 1 本分である約 30 分の間、1 人座敷が務まれば一人

前である、とみなされていたという（SEIKO ミュージアム HP）。前近代では、 

「家」を存続させるための生業を全うすることが重要視され、それを担う存在

として「一人前」となることが必要とされていた。

2-2　明治近代化における「自立」概念：経済的自立

　前近代では、「自立」に類似する概念として「一人前」や「一本立ち」が用

いられていたが、明治時代になると「自立」という言葉が出現した。近代化を

目指す社会の中で用いられていた「自立」概念は、一体どのような意味を持っ

ていたのだろうか。

　明治時代になると、富国強兵や文明開化をスローガンとし、西洋の資本主義

を取り入れた。資本的生産に基づく経済力（生産力）、それを背景とする軍事力、

およびそれを包含する文化的度合について、欧米資本主義列強と対等になるた

めに、日本は明治維新を機に西洋化を目指していたという（辻岡 1973:121）。

さらに、大日本帝国憲法によって明文化された身分制度の廃止と職業選択の自

由が、日本社会に大きな影響を与えることとなった。前近代社会では生まれた

環境で生きるしかなかった人々が、自らの意思で将来を選択する自由を手に入
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れた。一方で、人々は「家」から切り離され、一個人として労働市場に参入し

自身の生計を立てていかなければならなくなった。この明治政府の諸政策は、

「日本資本主義の本格的発達の出発点」（久世 1967:113）となったと言われてい

る。

　「自立」概念の積層性に着目すると、最下層の意味は経済的自立である。経

済的自立の背景には、「資本主義国家としての命題である生産性が根底で重要

な要素となっている」（2012）と八木は述べており、経済的自立は資本主義と

密接な関係があることが分かる。従って、資本主義が展開され始めた明治時代

に出現した最初の「自立」は、経済的自立であったと考えられる。

　近代になり、資本主義が台頭した社会における「自立」は経済的な意味を 

持っていた。資本主義社会においては、貨幣をより多く稼げるかどうかが経済

的自立の指標となる。この「自立」観は、就労が可能な者には「更生」を、不

可能な者には施設等での「保護」をすることを基本とした後の障害者施策に影

響を与えた、と言われている（八木 2012）。この後、経済的自立は一方では能

力主義へと展開されていくことになる。

2-3　身体障害者福祉法（1949 年）における「自立」概念：身辺自立

　「自立」概念の積層性に着目すると、近代に最初の層を形成した経済的自立

の次に積み上げられた「自立」の意味は、身辺自立だと言われている。本節で

は、明治近代化以後の社会で、身辺自立が「自立」概念として捉えられるよう

になっていった過程を確認する。

　身辺自立は、第二次世界大戦の戦傷者の社会復帰対策から行われた医療分野

における運動機能回復訓練が関連している（太田 2005:3）。1949 年には、戦争

により障がいを負った非軍人の人々等への国家責任の追求と欧米の福祉思想の

流入が契機となり、身体障害者福祉法が策定された（宇山 1998:2）。戦傷者へ

の援助が目的であったために、障がい者に対する初の法律は身体障がいに限定

されていた。身体障害者福祉法の現行法では、「身体障害者の自立と社会経済

活動への参加を促進するため、（中略）、もつて身体障害者の福祉の増進を図る

こと」（厚生労働省 HP）を第一条で目的として掲げている。しかし、策定当時

の法（以後、49 年法）の第一条では、「身体障害者の更生を援助し、（中略）、

もつて身体障害者の福祉を図ること」（矢嶋 1997:43）とされている。49 年法
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では「更生」という言葉で記されているが、現行法では「自立」という言葉に

変更されている。49 年法で「更生」という言葉が用いられていたということ

は、身体障害者福祉法では、あくまでも好ましい状態に改まることが目指され

ていたのだろう。太田は、身辺自立が経済的自立を果たす前提条件として、と

りわけ医療分野では絶対的に重要なものとされていたと述べている（2005:4）。

つまり、元来の法律では身体障がい者を経済活動に参加できる状態に更生させ

ることが目的とされていたと考えられる。1990 年の改正によって、法目的に

掲げられた「更生」は「自立」に置きかわり、2000 年には社会福祉基礎構造

改革によって利用者主体が謳われるようになった。この「更生」から「自立」

への変更は、経済活動を通して社会に参加させるという強制のニュアンスを弱 

め、当事者の意思の尊重を含んでいることが分かる。

　以上から、第二次世界大戦終戦を機に、経済的自立の次の「自立」概念とし

て身辺自立が積み重なっていったことが分かる。身辺自立は、経済的自立が困

難である人々を「自立」させるという社会のニーズと、経済的自立が困難であっ

ても「自立」を目指す当事者のニーズの両者を捉えたものだったと言えるだろ

う。国際障害者年（1981 年）までは、身辺自立を「自立」とみなす考え方が

強かったとも言われており、次に「自立」の意味が積み重なっていったのは、

1980 年代前後だと考えられる（太田 2005:4）。

2-4　自立生活運動（1970 年代〜）における「自立」概念：自己決定の自立

　身辺自立の次に層を形成する「自立」は、自己決定の自立である。身辺自立

は経済的自立が念頭に置かれており、訓練を行っても経済的自立が困難な重度

障がい者や身辺自立の状態が不安定な精神障がい者にとって、身辺自立の支援

は必ずしも適したものではなかったと言われている（太田 2005:4）。そのため、

重度障がい者や精神障がい者は依存や保護の対象として捉えられていた。この

経済的自立と身辺自立に対し、1970 年代以降に始まった障がい者の「自立生

活運動」が異論を唱えた。

　従来の伝統的な「自立」観である経済や身辺を重視する考え方は、福祉政策

において支配的であったが、自立生活運動は「身辺自立や経済的自活にかかわ

りなく自立生活は成り立つ」（牧園 2009:226）という新たな「自立」観を提起し 

た。この新たな「自立」概念である自己決定の自立は、「身辺自立が不可能と
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されるような障害があっても、当事者の自己決定によって社会資源を有効に、

効率よく利用、管理することで一人の障害者の生活全体の質（QOL）を向上さ

せることが可能であることを意味する」（八木 2012）という。その具体例とし 

て、「人の助けを借りて 15 分で衣類を着、仕事に出かけられる人間は、自分で

衣類を着るのに 2 時間かかるため家にいる人間より自立している」（同上）と

いう「自立」観が語られている。これまで経済や身辺の文脈でしか語られなかっ

た「自立」は障がい者にとって達成することが困難であった。そのため、障が

い者は保護の対象としてみなされてきたが、この眼差しを変化させる大きな転

機となったのが自己決定の自立であることが分かる。

　自己決定の自立は、労働を通して金銭を得ることや身の回りのことを自分で

行うことが困難な人々が、「自立」できないという社会のラベリングに抵抗し、

当事者としてその意味を獲得していった。「自立」はどの意味においても、社

会の影響を強く受け、その時代背景から大きな影響を受けている。そこには、

社会の発展のために個人に「自立」を求めるという側面と、個人の存在のため

に社会に「自立」を承認させるという側面があり、「自立」にはその両者の想

いが含まれていたのだろう。

第 3章　現代社会における「自立」概念

　1970 年代に自立生活運動が始まり、1980 年代後半から 2000 年前後には、自

立生活センターの設立や社会福祉基礎構造改革を通して、自己決定の自立は広

まりをみせた。他方で、2005 年以降、「自立」支援として若者の「自立」が求

められる社会には、自己責任や個という言葉が広く浸透してきている。「若者

の包括的な自立支援方策に関する検討会中間取りまとめ」では、若者の側の問

題点として「個人としての力が不足している」（内閣府 HP）と言われている。

現代社会における「自立」概念は、当事者によって層が形成された自己決定の

自立とは異なる様相をしていることが考えられる。本章では、第 1章で捉えた

3 つの特徴のうちの依存性と継続性に着目して、現代社会における「自立」概

念について考察する。
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3-1　多様化するライフコースにおける「自立」概念

　まず、現代社会の特徴として、個人が「自立」を辿るプロセスをめぐる社

会状況の変化がある。大石・松永は、社会経済構造や文化的状況の変容によ

り、「若者が自立するための道筋そのものが不透明になっている」と指摘する

（2008:462）。今までは就職、結婚、親になることなどのライフイベントを通じ

て、親から精神的、経済的に自立していくとされていた。しかし、近年、ライ

フコースの多様化、個人化が進み、就職、結婚、親になることなど、これまで 

「自立」の指標であったライフイベントが不確定なものとなってきている、と

いう（同上）。また、1990 年代以後の社会は、バブル経済が崩壊し景気の低迷

に伴い、大学生の就職率は低下、大企業の倒産やリストラ、終身雇用と年功序

列の弱まり、年金支給の遅延と減額など、将来に希望をもつことや、人生の目

標を見出して計画を立てることが困難な時代と言われている（高坂 2016:222）。

今や、かつてのように生まれた家によって職業が決まり、「家」への依存のな

かで「自立」に向かい、明確な将来像を描けた時代とは大きく異なっている。

現代の「自立」のプロセスは、前近代のようにシンプルなものではない。

　このような社会状況が引き起こす困難に曝されているのが若者世代だとされ

ている。濵田は、戦後一般的だとされたライフコースの成立の困難化による弊

害について、「学校を卒業し、仕事に就き、自ら生活基盤を築き始める時期に

ある若年層が特に『新しい社会的リスク』8に直面しやすい」（2016:236）と述

べている。この新しい社会的リスクの存在が、より若者の将来を脅かすことに

なるのだろう。それゆえ、現代の若者は、リスクを背負わないよう自らを守る

術として「自立」を目指さなければならない状況に置かれていることが考えら

れる。

　この社会状況に対応すべく、現代の若者のモラトリアムの過ごし方がリスク

回避型に変化した、と髙坂は述べている（2016:222）。現代の若者のモラトリ

アムには、他者に後れをとらないよう、自己のリスクマネジメントのために、

受動的であってもまじめに勉強に取り組み、リスクを軽減し安定を求めようと

する傾向があるという（同上）。E. H. Elikson が提唱したモラトリアム（以下、

8 稗田は「新しい社会的リスク」について、「子育て・介護・若年長期失業などが原因で、
そもそも労働市場に統合されなくなってしまうリスク」（2011）と説明している。
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古典的モラトリアム）は、「おとな社会への現実的な参加が猶予され、義務が

免除されているものの、その対価として将来編入される筈のおとな社会の諸価

値との一体化をもたらすような学習と訓練を期待される時期」（柴野 1976:29）

と言われており、現代のモラトリアムとは異なっていることが分かる。古典的

モラトリアムは、様々な義務が免除され、モラトリアムを過ごす青年自身の成

長発達のために過ごすことができた。一方で、リスク回避型モラトリアムは、

社会に存在するリスクの回避を求めて、他者と比較し社会に適応するために過

ごされている。リスク回避型モラトリアムでは、社会への適応を目指すため、

自身の成長のために社会へ依存することが困難になっていると考えられる。

　また、モラトリアムは青年期におけるアイデンティティ形成のために重要な

時期であり、加えて、第 1章第 2節で述べたように、教育学領域の観点から見

ると、青年が精神的自立と対峙する時期でもある。つまり、モラトリアムは青

年期の自立の達成のためにも重要であり、モラトリアムの過ごし方の変化は、

青年期の自立にも影響を与えていることが考えられる。

　現代社会では、社会の変化に対応すべく人々は「自立」を目指しているが、

あくまでも社会からの要求に応えるための「自立」であるため、行為者自身の

要求としての「自立」とは見られていない。さらに、「自立」のプロセスに並

行するモラトリアムにおいて、社会や周囲に対する依存も困難となっている。

現代は、人々に対して依存をさせず「自立」を求める社会になっているのだろ

う。では、現代社会が人々に求めている「自立」概念にはどのような特徴があ

るのだろうか。次節では、新自由主義社会に着目して検討する。

3-2　新自由主義社会における「自立」の肥大化と矮小化

　吉崎は、新自由主義社会に焦点を当て現代の「自立」概念が肥大化・矮小化

された、と述べている（2009:1）。肥大化とは「自立」を他の諸価値から切り

離して優越する価値とみなすことであり、矮小化とは身辺的・経済的、政治 

的・社会的、精神的等の多様な意味の総体としての「自立」を解体し、「経済

的自立」＝「自助」を強要していることであるという。そして、今日の政策言

語としての「自立」は、①基本的諸価値からの「自立」の抽出、とりわけ、人

間存在の共同性・関係性からの切断（依存との対置＝相互依存性、「依存的自立」

の否定ないし無視）、②個としての自立への収斂、「個人的自立」というイデオ
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ロギーの強要、③経済的自立＝「自助」への収斂、④自立の自己責任化、⑤徹

底した自立要求と自立に困難があるとされる者の排除、⑥現代帝国主義的な収

奪や搾取に基づく自立の先進国性（他律を強要する自立性）、という 6 つの特

徴を持つ、と述べている（同上）。

　では、肥大化・矮小化していない「自立」、つまり、本来的な「自立」が想

定できるとして、それはどのようなものなのだろうか。以下、第 1章、第 2章

で捉えた「自立」概念を踏まえて検討する。

　上記の 6つの特徴のうち、①基本的諸価値からの「自立」の抽出とは、他の

様々な価値よりも「自立」は優れているものとし、依存と対置させることで 

「自立」は良く、依存は悪いという価値付けが行われているということだろう。

しかし、4つの学問領域においても、前近代からの歴史の推移の中でも、「自立」

そのものの価値の優位性について語られたことはなかった。また、第 1章で捉

えた「自立」の依存性とも相反している。新自由主義社会では、依存から「自

立」が切り離され、依存の価値を低め、「自立」の価値が肥大化していること

が分かる。

　次に、②個としての自立への収斂は、①と同様に「自立」の依存性と矛盾し

ている。第 1章でも述べたが、工藤は、相互依存性を考慮した「自立」概念の

検討が必要であると考察している。即ち、新自由主義社会では、「自立」にお

ける人の相互性が考慮されず、個としての「自立」へと矮小化されている。

　③経済的自立 =「自助」への収斂を検討するにあたっては、まず自助の定義

の確認が必要だろう。「自助」とは、『地域包括ケア研究会報告書』において、 

「自分のことは自分でする」「自らの健康管理（セルフケア）」「市場サービスの

購入」9と示されている（2013:8）。経済的自立＝「自助」とは、「自助」が経済

的自立をすることでのみ達成できるということを指す。第 1章第 2章で追って

きたように、「自立」概念には積層性がある。とすれば、経済的自立以外の「自

立」にも「自助」の概念が含まれている可能性がある。第 2章第 3節で引用し

た身体障害者福祉法は、身辺自立の援助を通して「自助」へと導いている。ま 

た、第 2章第 4節で述べた自己決定の自立は、自己決定を通して「自助」を行

9 以下、「自分のことは自分でする」、「自らの健康管理（セルフケア）」、「市場サービスの購
入」を「自助」とする。
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うことを意味している。つまり、身辺自立も自己決定の自立も「自助」を達成

することができる。新自由主義社会では経済的自立＝「自助」という「自立」

の意味の矮小化が起きている。

　④自立の自己責任化では、「自立」を個人の能力のみで達成するものとして

捉えており、第 1 章における「自立」の依存性をなおざりにしている。また、

「自立」のサポートが教育の課題とされているように、「自立」は個人の能力だ

けで達成するものではなく、周囲のサポートがあってこそ、達成できうるもの

だと考えられる。「自立」の自己責任化は、「自立」を個人の能力だけで達成す

べきものとしている点で主体が矮小化されている、と言える。なお、この「自

立」の自己責任化については次節で詳細に検討したい。

　⑤徹底した自立要求と自立に困難があるとされる者の排除は、第 1章第 1節

で述べた社会福祉学領域における自立概念と反している。社会福祉学領域にお

けるニーズ論的積層性では、意味の層の最上部にある「自立」が困難な人がい

る場合に、その人に適した「自立」の意味が新たな層として形成されてきた。

そのため、「自立」が困難であるとされる者であっても誰もが「自立」を目指

すことができる。「自立」が困難であるとされる者の排除は、「自立」の対象者

を矮小化させてしまっている。

　最後に、⑥現代帝国主義的な収奪や搾取に基づく自立の先進国性について検

討する。今日の日本社会における資本主義政治は小さな政府を目指すため、社

会保障・福祉コストを増大させる必然性を持ちコスト削減を徹底しなければな

らないが、その一方で、コスト削減のために公的支援の廃止の方向に向かって

いる、と吉崎は言う（2009:2）。そして、この支配の正当性の担保のため、「一

方では、グローバル競争に伍して生き残るための構造改革がなければ生活の崩

壊は避けられない、という経済的危機の組織的な煽りと恫喝をし、他方では、 

『自立』＝『自助』努力がいっそう必要であり、かつ自助努力がある限りは相応

に報われる、という説得のスタイル」（同上）を用いている。やや過激な言い

回しもあるが、先進国として発展していくためには、依存を不当とし、特定の

人の排除を行い、「自助」としての「自立」を良いものとした、と考察している。

⑥現代帝国主義的な収奪や搾取に基づく自立の先進国性は、新自由主義社会に

おいて変化した「自立」の総体とも言えるだろう。

　以上から、現代で語られている「自立」が、学問的・歴史的に確認できる 
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「自立」概念を肥大化、もしくは矮小化したものであることを確認した。次節

では、不安定な社会状況と肥大化・矮小化された「自立」が、現代を生きる 

人々の「自立」に与えうる影響について検討する。

3-3　「自立」をめぐるジレンマ

　社会状況の変化に伴い引き起こされている様々なリスクから自らを守るた

め、人々は「自立」を目指さなければならない状況に置かれている。一方で、

社会の側は人々に社会の発展のために「自立」を求めている。この現状と社会

的背景を踏まえて、本節では、「自立」概念をめぐって、現代社会を生きる人々

が置かれている状況について考察する。

　まず、第 3 章第 2 節で示唆した「自立」の自己責任化について取り上げる。

新自由主義政治における「自立」の自己責任化とは、「自立」していないた

めに生じる物事に対する責任をその本人だけが負う、という意味だろう。前

節でも取り上げたが、濱田が述べるように、「自立」していなければ新たな

社会的リスクに直面し、市場から排除されてしまう恐れが現代社会にはある

（2016:236）。この排除によって、経済的困窮や文化資本の欠如、人間関係の希

薄化などといった状態に陥ったとしても、「自立」していない本人だけの責任

とされるのだ。「自立」に対して、政府は自己責任という言葉を用いているが、

これは言わば、「自己免責のための予防線」10であると考えられる。現代社会 

は、バブル経済の崩壊から将来の見通しを立てることが困難な時代となってい

る。一方で、新自由主義政治は依存を不当とし、特定の人の排除を行い、個人

の責任としての「自立」を求める。「自立」を目指さなければならない状況は、

社会経済構造や文化的状況の変容によって引き起こされているにも関わらず、

「自立」は個人の責任として語られてしまっている。現代社会における「自立」

は、依存性が考慮されていない。

　次に、改めて第 2 章で確認した「自立」の歴史的変遷に立ち戻る。「自立」

概念は前近代における「一人前」、「一本立ち」から始まり、大人になること

や他者からの承認を得ること、お金を稼ぐことができるようになることなど、

10 佐伯は、2004 年にイラクで起きた民間人の人質事件の際に、日本政府がテロリストから
の交渉は受け入れないという姿勢をとり、人質の自己責任として語ったことに対し、政府側
の「自己免責のための予防線」（2004:24）と述べている。
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その意味を多様に積み上げていった。1970 年代の自立生活運動までの「自立」

に共通している点は、自らの内在的な要求として「自立」を求めてきたこと、

と言える。例えば、自己決定の自立の成り立ちにおいて、障がいがあるから「自

立」できない、障がい者は保護の対象であり哀れみの対象である、という社会

の認識に立ち向かい、このラベリングからの解放を求めて運動することにより

その意味が確立された。このように、「自立」概念には、自分自身という存在

のために社会に対して何かを求めてきた歴史が存在する。自己決定の自立に限

らず歴史的に見れば、他者からの承認の獲得や金銭の獲得など、何かを手にす

ることが「自立」の達成につながっている。逆に言えば、「自立」することで

何かを得ようとしてきた、とも捉えられるだろう。「自立」は何かしらの目的

を達成するための通過目標だったのかもしれない。多様な意味を持つ「自立」

は、歴史的変遷の中で、個人が社会に対して何かを求めた結果、その意味を積

層的に増やし、その一方で、社会の側も社会の維持存続のために個人に対し 

「自立」を求めてきた。このことから、「自立」には、社会から個人に対する要

求と、個人から社会に対する要求の 2側面が存在していると考えられる。

　しかし、現代社会を生きる人々は、自分自身という存在のためではなく、社

会からの要求に対応する形での「自立」を目指している。現代は、前近代のよ

うに明確な将来像を描けた時代とは異なり、ライフコースが多様化し、個人

が「自立」に向かうプロセスは困難化している。こういった状況下で求められ

ている「自立」は、積層性や依存性といった「自立」の特徴が考慮されず、経

済的自立の重視や自己責任化といった肥大化・矮小化されたものである。その

一方で、新しい社会的リスクの存在や「自立」の継続性という特徴のために、 

人々は「自立」を放棄することもできない。つまり、「自立」は困難なもので

あるにも関わらず、「自立」を目指さないことができない、という「自立」の

ジレンマに現代社会を生きる人々は曝されていると言えるだろう。

おわりに

　最後に、本論の内容を振り返るとともに、今後の「自立」研究への問いを提

示し、結びとする。
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　まず、多義的である「自立」を社会福祉学、教育学、社会学、心理学の 4領

域から学問横断的に見わたすと、積層性、依存性、継続性という特徴が確認で

きた。また、積層性の変遷を辿ると、人々は自身の存在のための要求として「自

立」を求めてきた歴史があることが分かった。一方で、現代社会において人々

に求められる「自立」概念は、学問的にも歴史的にも肥大化・矮小化されており、

社会の側が人々に「自立」を強いている状況がある。不安定な社会状況や「自

立」の継続性が枷となり、この強いられている「自立」を人々は避けることが

できず、困難な「自立」を目指さざるを得ないというジレンマに曝されてしまっ

ている。

　では、この現代社会における「自立」のジレンマとどう向き合っていくべき

なのだろうか。「自立」のジレンマを検討するにあたって、ジレンマを起こし

ている状況を整理する必要がある。現代における「自立」は、あくまでも「自立」

を人々に求める社会の側の要求が強く、「自立」する人々の側の社会に対する

要求は確認できなかった。つまり、「自立」のジレンマは社会からの要求とし

ての「自立」の中で起きている。そのため、ジレンマ自体の考察の前段階とし

て、まず現代社会における「自立」する人々のその存在のための「自立」の意

味を問うこと、そして、社会の側が依存性・継続性を考慮した「自立」の意味

の検討を行うことは、今後の「自立」研究にとって意義があると言えるだろう。
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Historical transition and modern significance  
of the concept of “Independence”

MANABE Lisa

The purpose of this paper is to examine the historical and modern concept of 

“independence”, and to critically review the meaning of “Independence” in modern 

Japan society.

First of all, after reviewing literature in social welfare, pedagogy, sociology 

and psychology, the paper argues that the concept of “independence” has three 

characteristics: stackability, dependency, and continuity. Then, this study studies how 

stackability in “independence” has changed, and finds the followings. One is that 

historically people demanded “independence” for their own existence rather than 

for social and economical development. The other is that people are forced to be 

independent because the concept of “independence” has been expanded or trivialized 

in modern era. Although people are forced to be independent, due to the unstable social 

condition, it is almost impossible for them to aim at independence, so they are in great 

dilemma. 

In order to face this dilemma on “independence”, it is necessary to question the 

meaning of “independence” for the people’s own sake. 
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